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第１ はじめに 

１ 本準備書面の目的 

一審原告らは，結果回避可能性において，一審被告国が主張するよう

な防潮堤の設置のみに拘泥することは大きな誤りであり，津波被害が予

見できた時点で，速やかに実現可能な津波対策を取るべきであると主張

している。そして，一審原告らの主張の中核は，多重防護の観点に立っ

た「水密化対策」である。 

  防潮堤の設置が間に合えば良いが，いつ襲来するのかピンポイントで

正確に予測できない津波に対して，何もしないというのは規制権限の放

棄に等しい。 

  防潮堤の設置も検討しつつ，より短期間にかつ低額で実施することが

可能だった水密化対策を取るべきであった。 

  また，これまで，一審被告国や一審被告東電から，以下のとおり準備

書面が出されているので，それらに対する反論を必要な範囲で行うとと

もに，より詳細に一審原告らの主張を行う 1。 

 国第１１・東電共通８   後藤・筒井意見書証言に対して 

 国第１５         前兆事象・ルブレイエについて 

 国第１７         主張立証責任について 

まず，以下の「２」では，大前提として本訴訟における結果回避可能

性の「主張立証責任について」述べたうえで，第２及び第３では，一審

原告らが結果回避措置の中核として主張する「タービン建屋等の水密

化」，「重要機器室の水密化」について，本件事故前の「長期評価」の

想定に基づいた場合にそれら対策の実施が事故前から求められていた

 
1  一審被告国第１４準備書面・一審被告東電共通準備書面（７）の佐藤暁氏の意見

書・証言に対する一審被告らの反論については，概ね本準備書面で述べたことが妥

当するものの，別途の準備書面または最終準備書面において反論することを予定し

ている。 



5 

 

ことを福島第一原発の敷地内や建屋内の構造を踏まえて明らかにし，第

４～第７において，これら水密化措置が本件事故の前後において現に検

討され，実施されており一審被告国が主張するような後知恵などではな

いことを明らかにする。 

そして，第８では，水密化に関する後藤筒井意見書に対する一審被告

らの反論の誤りについて，第９では，水密化以外の電源確保策，配電盤

の高台設置等の対策に関する後藤筒井意見書に対する一審被告らの反

論の誤りについて述べる。第１０では，念のため最終ヒートシンク確保

について本訴訟における結果回避可能性の必要条件ではないことにつ

いて述べ，最後に第１１で，一審原告らの主張をまとめて述べるもので

ある。 

 

２ 主張立証責任について 

  一審被告国は，第１７準備書面において，「規制権限不行使の違法性

の要素としての結果回避可能性の存否は，一般的な不法行為責任におけ

る因果関係の存否と同様の機能を有する」として，訴訟上の因果関係の

立証においては，「経験則に照らして全証拠を総合検討し，特定の事実

が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明す

ることであり，その判定は，通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の

確信を持ちうるものであることを必要とし，かつ，それで足りるもので

ある」などと主張の上，伊方最高裁判決の主張立証責任の判示において

前提とされる証拠（資料）の偏在は本件事故に関する訴訟には妥当しな

いとして，一審原告らに対し，結果回避可能性について特定の措置を採

れば特定の結果を回避できた関係を是認しうる高度の蓋然性を証明す

べきことを求めている（同準備書面７頁）。そして，そのような前提に

立った上で，一審原告らの主張する結果回避措置としての重要機器室の
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水密化やタービン建屋等の水密化に関し，「加わる津波の波圧や浸水継

続時間，津波高さの時間的変化，浸水量の時間的変化」等の詳細な設計

上の数値及びこれらを前提とした具体的な措置（設置場所のほか，規格

や素材など主要諸元）」を明らかにするよう求めてもいる（一審被告国

の平成３０年５月１７日求釈明書）。 

  しかし，そもそも以下に述べるような本件訴訟における原子力安全規

制の考え方を前提にした主張立証責任の在り方からすれば，一審原告ら

において，上記のような技術的事項の詳細を特定した主張立証までは求

められないところであり，一審被告国の主張は失当である。 

この点，下山憲治教授（一橋大学大学院法学研究科）は，原発国賠訴

訟における主張立証責任について，次のとおり分析する（甲イ４６・２

２～２４頁） 

 すなわち，規制権限行使のあり方として，事前警戒・予防を基本的な

考え方とする場合と，典型的な警察規制（未然防止）を基本的な考え方

とする場合とがあり，一審被告国は，警察規制類似の判断を本件におい

て主張しているものと考えられる。 

  警察権限の場合は，具体的危険性を前提に，警察官がその危険を容易

に知ることができ，適切な時点で，比較的厳格な比例原則と法令による

警察官に対する権限付与の趣旨に適合するように，具体的措置の選択と

その措置の実施が義務づけられていると理解される。 

  これに対し，本件原発事故国賠訴訟で問題となる規制権限は，電事法

３９条，４０条に基づく技術基準適合命令である。これら規定の解釈は，

原発規制に関する限りにおいて，「安全の確保を旨」とすること（原子

力基本法２条），「災害を防止」し「公共の安全を図る」こと（炉規法１

条），「原子炉施設の位置，構造及び設備が…原子炉による災害の防止上

支障がないものであること」（炉規法２４条１項４号）等と一体的に解
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すべきである。伊方最高裁判決が「原子炉による災害の防止上支障がな

いものであること」等を求めて原子力安全規制をする目的は，最新の科

学・技術基準への即応が要請されており，原発事故による深刻な災害が

「万が一にも起こらないようにするため」である。 

したがって，電事法３９条，４０条も，事前警戒・予防を基本的な立

脚点として一体的に解釈されるべきである。 

  結果回避可能性を否定した原判決や名古屋判決（令和元年８月２日）

は，結果回避可能性の判断において，警察規制類似の判断の仕方を採用

し，また，性能規定化されている規制内容を仕様規定の場合と同様に理

解し，一審原告側にかなり明確な証明を求めているものと思われるが，

そうなれば一審原告側に不可能を強いるにも等しく，不当である。 

  本件の原発事故国賠訴訟において，相当具体的で高度な内容の証明責

任を原告側に負わせることは，人の生命・健康等に対する重大な危険性

があることから事前警戒・予防を基本的な考え方とする原子力法制，原

発責任者が負う安全責任の観点から妥当でなく，また，証拠資料の偏在

や行政のアカウンタビリティの観点からの証明責任のあり方にも適合

しない。 

  また，一審原告ら第３１準備書面（６２頁以下）でも主張したとおり，

保安院の本件事故直後の２０１１（平成２３）年３月３０日付け指示（丙

ハ４９）では， 

 目標（要求水準）「今回の災害をもたらした津波を踏まえて設定される

『想定すべき津波高さ』を考慮した災害の発生を防止」 

 具体的対策の例 

  【設備の確保】 

  ・防潮堤の設置 

  ・水密扉の設置 
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  ・その他必要な設備面での対応 

  と言った程度の指示しかしておらず，詳細な仕様に踏み込んだ指示な

ど一切していない。そもそも一審被告国も詳細な仕様について設計する

能力は無く，「防潮堤を設置せよ」「水密扉を設置せよ」「その他必要

な設備面での対応をしろ」と命令するだけしかできない。そして，これ

ら指示に基づいて，どこにどのような仕様の防潮堤や水密扉を作るのか

は，規制される側の一審被告東電が設計するのである。 

  このような実態からみても，一審原告らが，具体的な設計数値まで示

して結果回避措置を主張立証する必要性はないことが明らかである。 

  以上から，一審原告らが不合理でないと一応認められる結果回避手段

をある程度特定していると評価される場合には，多くの証拠を握る一審

被告国に，その手段では回避不能であるとか，リスクに比して著しくか

つ明らかに過剰負担であって比例原則に反するなどの具体的主張・立証

をさせ，それが成功しない限り，結果回避が可能であると推認すべきで

ある（甲イ４６・２４頁）。 

 

第２ 水密化対策１「タービン建屋等の水密化」 

１ はじめに 

一審原告らは，第２５準備書面において，防潮堤の設置よりも先に，

あるいは同時に，下記の設置を行うべきであり，行っていれば本件事故

を防ぐことができた可能性は高い」とし，下記の３点を掲げた。 

①「タービン建屋の水密化」（大物搬入口等に水密扉・強化扉設置，換気

口（給気ルーバー）やダクトの屋外上部への移設，建屋外壁配管貫通部

等の止水処理等） 

②「重要機器室の水密化」（非常用ディーゼル発電機・配電盤等重要電気

設備を収容した部屋の水密化として，水密扉設置，配管貫通部等の止水
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処理等） 

③「電源確保対策」（非常用ディーゼル発電機・配電盤等の高所配置及び

建屋内機器とのケーブル接続，可搬式電源車・配電盤等の配置） 

 

２ 共用プール建屋の水密化も必要である 

一審原告らは，水密化対策については上記のように第２５準備書面で

「タービン建屋の水密化」「重要機器室の水密化」を挙げているが，既

に第７準備書面において，「共用プール建屋の水密化」についても主張

しているので，本書面において再度確認する。 

まず，福島地裁判決も，１～３号機のタービン建屋及び共用プール建

屋，並びに重要機器設置個所を水密化することによって，本件津波の波

圧に耐え得た可能性がある旨判示している。 

すなわち，「主要建屋の地上開口部に取り付けられている建具等（ド 

ア，シャッター，ルーバ，ハッチカバー）には本件津波あるいは漂流物

によるものと思われる損傷が確認されており，共用プール建屋東側開口

部の建具等も，本件津波の波圧又は漂流物の衝突により損傷し，その結

果，建屋内に海水が浸入したものと考えられるが，上記のとおり，本件

津波の波圧及び漂流物の衝突力は，本件事故前の基準で（大きな設計変

更がされていなければ，福島第一原発が建設された昭和４０年代の基準

で）設計された主要建屋の外壁等を破壊するほどのものではなかったの

であるから，共用プール建屋東側開口部を水密扉及び強度強化扉に交換

しておけば，その強度強化扉は，平成２０年試算と本件事故前の知見に

基づいて設計されていたとしても，本件津波の波圧に耐え得たものと認

められる。」（証拠の引用は略す。） 

本件事故の際，共用プール建屋周辺では少なくとも約３２センチメー

トルの浸水深が観測され，建屋東側の出入り口部分，東側側面の通風口
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から内部への浸水が生じたが，１階部分では出入口付近で約２０センチ

メートル，西側壁面近くで約１４センチメートルの浸水深に留まったこ

ともあり，共用プール建屋１階に設置されていた空冷式の非常用ディー

ゼル発電機２台（２号機Ｂ系及び４号機Ｂ系）は，いずれもその機能を

維持した。しかし，地下１階にあった配電盤が被水して機能喪失したこ

とにより，空冷式の非常用ディーゼル発電機による電源を利用すること

ができなくなった（第７準備書面第３分冊６４頁以下）。 

以上のとおり，共用プール建屋やその内部についても水密化をしてお

けば本件事故を防ぐことができた可能性はより高まったものと認めら

れる。 

なお，この点では，一審被告国においても，本件事故を回避するため

の条件を検討するにあたり，「２号機，４号機及び６号機には空冷式の

非常用ディーゼル発電機が設置されており，かつ，１号機から４号機は

電源融通できる電源構成になっていたから，非常用海水ポンプが機能喪

失したからといって，必然的に，全交流電源喪失の状態に至るわけでは

ない」と主張しており（一審被告国第１１準備書面２８頁），実質的に

２，４号機用の共用プール建屋内の空冷式非常用ディーゼル発電機によ

る回避可能性を認めているところである。 
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   （出典 「福島原発で何が起こったか」政府事故調技術解説） 

 

３ 福島第一原発における建屋等の位置関係 

福島第一原発では，１号機と２号機，３号機と４号機，５号機と６号

機がそれぞれペアになって建物を共有している。中央制御室もその組み

合わせで部屋を共有し，タービン建屋と原子炉建屋の中間にあるコント

ロール建屋と呼ばれる建物の２階に，２つのプラントに隣接して設置さ

れている。 

建物の独立性についていえば，原子炉建屋は放射線防護の第５層でも

あるため，気密性が必要であり，１号機と２号機はそれぞれ離れて独立

している。これに対し，タービン建屋は，１号機と２号機で接続して建

設されている。コントロール建屋は各号機のタービン建屋と出入り口を

共有している。従って，タービン建屋とコントロール建屋の水密化を考
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える場合には，一体として考える必要がある。 

各号機のタービン建屋には，１階に蒸気タービン・発電機があり，そ

の下に接続して復水器がある。タービンを回した蒸気は，熱を復水器で

海水に渡して温度を下げて水となり，原子炉へと移送される。復水器の

海水は，４ｍ盤にある循環水ポンプによって，取水口からスクリーンを

通って取り込まれ，熱せられて放水路を通って海に放出される。 
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４ ディーゼル発電機と各種電源盤の配置 

    １号機     ２号機      ３号機    ４号機 

 

 （出典 国会事故調報告書） 

（１）１号機 

１号機のタービン建屋地下１階には，水冷式非常用ディーゼル発電機２

基が設置されている。ディーゼル発電機使用時の過熱を防ぐために海水が

取り込まれるが，ディーゼル発電機用の海水ポンプは４ｍ盤に設置されて

いる。タービン建屋１階には，常用Ｍ/Ｃ（６９００Ｖの高圧電源用金属

閉鎖配電盤），常用Ｐ/Ｃ（低圧４８０Ｖ交流電源用配電盤）とともに，
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非常用Ｍ/Ｃが設置されている。コントロール建屋地下１階には，非常用

Ｐ/Ｃと直流１２５Ｖが設置されていた。本件津波により，タービン建屋

地下１階とコントロール建屋地下１階は水没したため機器は機能を喪失

し，タービン建屋１階に設置されていた機器は被水して機能を喪失した。 

（２）２号機～４号機 

２号機のタービン建屋地下１階には常用Ｍ/Ｃと一部の常用Ｐ/Ｃのほ

かに，水冷式非常用ディーゼル発電機１基と非常用Ｍ/Ｃ２基が設置され，

１階には，一部の常用Ｐ/Ｃと非常用Ｐ/Ｃが設置されている。コントロー

ル建屋地下１階には直流１２５Ｖが設置されていた。本件津波により，タ

ービン建屋地下１階とコントロール建屋地下１階は水没したため機器は

機能を喪失し，タービン建屋１階に設置されていた機器は被水して機能を

喪失した。 

３号機と４号機は省略する。 

ところで，２号機の非常用ディーゼル発電機の一つと４号機の非常用デ

ィーゼル発電機の一つは空冷式であり，共用プールに設置されていた。以

下，共用プールについて述べる。 

（３）共用プール建屋 

共用プールとは，各号機の原子炉建屋内にある使用済み燃料プールに貯

蔵されていた使用済み燃料（集合体）を集めて保管する水冷式プールであ

り，容量６８４０体のところ，本件事故時には６３７５体が保管されてい

た。この共有プールを収容する共用プール建屋は４号機の西方にあり，海

から約４００ｍ離れている。共用プール建屋の１階には，２号機と４号機

の空冷式非常用ディーゼル発電機各１基が設置されており，地下１階に

は，それに接続する非常用Ｍ/Ｃ，非常用Ｐ/Ｃ，直流１２５Ｖと主母線盤

が設置されていた。本件津波により，共用プール建屋１階に設置されてい

た空冷式非常用ディーゼル発電機は被水をまぬかれたが，地下１階は水没
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したため，それに接続する非常用Ｍ/Ｃ，非常用Ｐ/Ｃ，直流１２５Ｖと主

母線盤は水没して機能を喪失した。 

（４）配電盤がすべて機能を維持していたと仮定した場合 

仮に，共用プール建屋とタービン建屋が水密化されており，各配電盤及

びそれらを接続する電線等がすべて機能を維持していたならば，たとえ，

タービン建屋に設置されていた水冷式ディーゼル発電機が，４ｍ盤にある

非常用ディーゼル発電機用海水ポンプが機能を失ってその機能を失った

としても，２号機用と４号機用の空冷式非常用ディーゼル発電機は機能を

発揮し，１号機と２号機の電力融通及び３号機と４号機の電力融通によ

り，１号機から４号機は全電源喪失にはならなかったはずである。 

 一審原告らの主張の詳細は，２０１８（平成３０）年１１月１６日付第

７準備書面（第３分冊）７９～８２頁に記載したとおりである。 

 

５ タービン建屋地下１階の給気ルーバーについて 

  建屋の壁には換気口（給気ルーバー）があり，換気口が低い位置にあ

るとそこから海水が流れ込んでくるため，この水密化対策も必要であ

る。 

後藤氏・筒井氏は，甲ハ６２・意見書（１）１８頁以下において，開

口部の外に水密のダクトをつけて開口部を上に上げる方法を例示して

いる。 
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【建屋開口部を上部に移設するための耐圧ダクトのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

水没する可能性のある空気取り入れ口は耐圧性のあるダクトを設

けて上部へ移設する。通常のダクトは水圧がかからないので，厚さが

１㎜以下の薄いものが多いが，このダクトは水圧による強度計算をし

ダクトの鋼板の厚さを構造材料の最小値６㎜程度（大きなダクトの場

合には補強材をつけて板厚を小さくできる）に上げるだけで十分強度

は保てる。通常の漂流物に対する強度も十分保てる。 

タンクなど非常に大きな漂流物が直接当たると，当たり方によって

は損傷することが無いとは言えないが，そうした極めて大きい漂流物

が当該部にたまたま当たる可能性は極稀なケースである。 

なお，この程度の耐圧構造は数日あれば十分製作設置が可能な構造

で，高さを決めること以外何ら技術的困難はない。参考にダクト外板

にかかる水圧は図に示す。水面がどこまでくるかは，推測される水位

に余裕を持たせて設定することで十分である。給気口も，壁に沿って

煙突のように上に伸ばしていけば１０ｍ以上の高さにすることも可

能である。シュノーケルを設置しなくても，十分対応可能である。 

 

空気取り入れ口  

元の開口 

新設する耐圧ダクト  

水圧  
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第３ 水密化対策２「重要機器室の水密化」 

１ はじめに 

原発施設において，多重防護の観点からは，敷地に津波を越流させな

い→さらに建物内に浸水させない→さらに室内に浸水させない，という

二重三重の備えが必要であることは明らかである。 

建屋に水密扉を設置しても１００％の浸水を防ぐことはできない。た

とえ浸水があったとしても，重要機器室の一つ一つに止水扉が設置さ

れ，貫通部の水密化が行われていれば，より安全性は高まり，事故が防

止可能となる。まずは，福島第一原発の各号機（建屋）内の電源盤配置

状況を確認する。 

 

２ 福島第一原発の電源盤配置状況 

  この点について，佐藤暁氏は意見書（甲ハ９９）において，福島第一

原発の各号機の電源盤配置状況を分かりやすく図示している。 

 ◎１号機の安全系の電源盤（交流６９００Ｖ系）の配置状態 

  人通りの多いエリアに，物理的に区画されず配置されていた。Ａ系の

非常用ディーゼル発電機からの電源はＭ/Ｃ １Ｃで受電し，Ｂ系の非常

用ディーゼル発電機からの電源はＭ/Ｃ １Ｄで受電するが，このように

Ｍ/Ｃ １ＣとＭ/Ｃ １Ｄとが物理的に隔離されておらず，互いに接近し

ている。 

  地震，火災，溢水，大型車両の運転ミスによる事故などの外的ハザー

ドに対して著しく脆弱な配置設計である。 
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◎１号機の安全系の電源盤（交流４８０Ｖ系，直流系）の配置状態 

 水系の設備の近くに，物理的に区画されず配置されていた。１９９１年

１０月３０日には，破損した床下配管から大量の海水が湧出し，非常用デ

ィーゼル発電機に被害を与える深刻な浸水が発生している。交流電源，直

流電源の両者にとって，溢水対策上も火災防護上も，さらに保安管理上も，

著しく脆弱な配置設計である。 
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◎２号機の安全系の電源盤（交流６９００Ｖ系）の配置状態 

個室に隔離されている点では，１号機に比べて配置設計が向上してい

る。タービン建屋地階に配置されているＡ系の非常用ディーゼル発電機

からの電源はＭ/Ｃ ２Ｃで受電し，共用プール建屋１階に設置されてい

るＢ系の非常用ディーゼル発電機からの電源は，同建屋地階に設置され

ているＭ/Ｃ ２Ｅを中継してＭ/Ｃ ２Ｄで受電しているが，Ｍ/Ｃ ２Ｃ

とＭ/Ｃ ２Ｄとが物理的に隔離されておらず，互いに接近している。 

  地震，火災，溢水などの外的ハザードに対して著しく脆弱な配置設計

である。 
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◎２号機の安全系の電源盤（交流４８０Ｖ系）の配置状態 

 仮に交流６９００Ｖ系に異常がなくても，その下流の４８０Ｖパワ

ー・センター（Ｐ/Ｃ）で故障が発生すれば，影響はその下流にあるす

べてのＭＣＣ（Ｐ/Ｃから受電した電力を小型開閉器を介して小型設備

に供給する設備）に波及する。Ｍ/Ｃ ２Ｃから受電しているＰ/Ｃ ２Ｃ

とＭ/Ｃ ２Ｄから受電しているＰ/Ｃ ２Ｄは，いずれもタービン建屋１

階で，同室内に隣接して設置されているため，火災や溢水などの外的ハ

ザードに対して脆弱な配置設計である。 
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◎３号機の安全系の電源盤（交流６９００Ｖ系，４８０Ｖ系）の配置状

態 

 ３号機の安全系の電源盤は，６９００Ｖ系も４８０Ｖ系も，すべて同

室に配置されている。安全系と非安全系の分離も，安全系同士の系統分

離もなされておらず，火災や溢水などの外的ハザードに対して脆弱な配

置設計である。 

 

 

◎４号機の安全系の電源盤（交流６９００Ｖ系，４８０Ｖ系）の配置状

態 

 ２号機と同じ配置設計となっており，同じ脆弱性を有する。Ｂ系の非常

用ディーゼル発電機は，やはり共用プール建屋の１階に設置されてお

り，同建屋内に設置されているＭ/Ｃ ４Ｅを中継してＭ/Ｃ ４Ｄで受電

しているが，Ｍ/Ｃ ４ＣとＭ/Ｃ ４Ｄとが物理的に隔離されておらず，

互いに接近している。そのため，地震，火災，溢水などの外的ハザード

に対して脆弱な配置設計である。 
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３ 建屋や重要機器室の水密化 

  上記のとおり，福島第一原発の事故当時の電源盤配置状況は，系統

分離がされておらず非常に脆弱な配置設計であったことが明らかで

ある。これでは津波の浸水に対しすべての電源が同時にダウンしてし

まう可能性が顕著であるから，一審原告らが第７準備書面，第２５準

備書面でこれまで主張してきた建屋の水密化，重要機器室の水密化が

必要である。 

 

第４ 建屋等の水密化の主張は「後知恵」ではない 

１ 一審被告国の主張 

一審被告国は，第１１準備書面３頁において，後藤氏・筒井氏意見書

にいう「建屋等の水密化」は後知恵によるもので非現実的なものである，

と主張し，控訴答弁書１０５頁における，「本件事故前当時は，規制当

局側も事業者側もドライサイト維持を前提としない津波対策を採用す

るだけの合理的な理由も積極的な動機づけもなかったのであり，結果回

避の可否・難易を検討する上で，ドライサイトを維持するのに防潮堤・

防波堤等の設置以外の措置を講じるよう要求するのは，本件事故前の知

見に基づいた判断とは到底いえない。一審原告らの依拠する考え方は，

典型的な後知恵であり，防潮堤・防波堤等の設置との併存という考えも

後知恵に過ぎない」との主張を更に展開して，一審原告らの結果回避措

置の重要な一つとしての「タービン建屋等の水密化」の主張を「後知恵」

として否定しようとする。 

 

２ 岡本孝司の意見書 

また，岡本孝司は，２０１６（平成２８）年８月２４日付意見書（丙

ロ９２）において，「『主要施設の水密化（引用者注・以下非常用電源等
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の高所移設については省略する）などをしていれば事故が回避できたは

ず』という意見についてはその可能性はあると思いますが，『事故前に

もこれらの対策を行うことはできた』というのは原子力工学の見地から

見れば誤りだと思います」，「これらの発想というのは，すべて本件事故

が起きた後，その原因を調査し，これによって得られた知見を新たに取

り入れ，さらに津波に対するリスクを下げるためのアクシデントマネー

ジメントとして考えられたもので，本件事故前に，津波対策として，主

要施設の水密化を行うべきなどという提言をした人は，事業者の中にも

規制をする国の側にも，われわれ専門家の中にも一人もいませんでした

し，そもそもそのような発想自体がなかったのです」（１４～１５頁）

と述べて，「主要建物の水密化等」の発想が本件事故前に存在していな

かったとの意見を述べる。 

 

３ 本件事故前の調査検討状況及び実際に講じられた対策は上記主張と

意見を否定するものであること 

しかし，上記一審被告国主張と意見は，本件事故前の一審被告国及び

事業者における調査検討状況及び実際に講じられた対策を無視してお

り，明らかに誤っている。 

第１に，原子力安全・保安院（以下，「保安院」という，またＮＩＳ

Ａともいう）と独立行政法人原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ，以下「原

子力安全基盤機構」ともいう。）は，２００３（平成１５）年，国内外

の情報を収集・評価するために「安全情報検討会」を設置して定期的に

開催し，２００６（平成１８）年には「溢水勉強会」を立ち上げ（一審

被告東京電力など電力会社はオブザーバーとして参加），そこでは原子

力施設の敷地高を１ｍ超える高さの津波が到来すると非常用電気機器

系統は水没することがわかり，津波対策としてタービン建屋の大物搬入
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口の水密化も検討された。 

第２に，原子力安全基盤機構は，保安院の委託を受けて，フランス・

ルブレイエ原発の洪水（外部溢水）のような前兆事象が沸騰水型軽水炉

（ＢＷＲ）で起きた場合の条件付炉心損傷確率を計算したところ，他の

前兆事象と比較して極端に高く，建屋内部への外部からの浸水を防ぐこ

とが可能な水密扉の設置等により建屋最下層に設置されている機器の

浸水による機能喪失を防ぐ安全性向上策をとればリスクを低減できる

ことを２００７（平成１９）年４月に公表していた。 

第３に，原子力安全基盤機構は，２００６（平成１８）年９月に耐震

設計審査指針が改訂され，「残余のリスク」を検討すると同時に，「随伴

事象」である津波についても考慮する必要が生じたため，「津波時のシ

ナリオに関する考察」を開始して２００８（平成２０）年８月には公表

し，２０１０（平成２２）年度には，非常用ディーゼル発電機や電源盤

の設置高さを変えたり，それを収納する建物の水密化を考慮したりして

炉心損傷確率を計算し，設置高さを高くして，建物水密化を行えば，相

対的リスクは低減するという評価を得ていたこともある。 

 

４ 東日本大震災後の保安院の対応 

  一審原告ら第３１準備書面（６２頁以下）でも主張しているが，本件

事故直後の２０１１（平成２３）年３月３０日付指示において，保安院

は「水密扉の設置」を指示している（丙ハ４９）。この時点では本件事

故原因が何も解明されておらず，津波対策も詳細に検討されていない状

況であった。 

  そのような状況において，中長期的に取り組む「抜本対策」として「水

密扉の設置」が明示されていたということは，本件事故以前から「防潮

堤の設置」と並んで「水密扉の設置」が基本的かつ重要な津波対策の１
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つであったことが明らかである。 

 以下，項を改めて詳述する。 

 

第５ 第３回溢水勉強会において，既に津波対策としてタービン建屋の大

物搬入口等の水密化を検討していたこと 

１ 安全情報検討会の設置と目的と収集した溢水事故情報 

一審被告東京電力による自主点検記録改ざんという不正問題を受け

て，「国内外の事故・トラブルや安全規制に係る情報（規制関係情報）

を収集し，評価・検討を行うために，２００３（平成１５）年，「安全

情報検討会」を設置した。 

メンバーは，保安院側が，実用発電用原子炉担当審議官，原子力安全

基盤担当審議官，主席統括安全審査官，及び原子力関係課室長であり，

原子力安全基盤機構側が，技術顧問，企画部長，安全情報部長，規格基

準部長，解析評価部長，関係グループ長他である。 

安全情報検討会の第１回会合は，２００３（平成１５）年１１月１６

日であり，以後，月に２回の頻度で継続して開催されていた。 

収集された溢水事故の主な情報は下記のとおりである。 

  ➀ １９９１（平成３）年福島第一原発１号機における補機冷却系海

水配管からの海水漏えいによる原子炉停止事故 

  ② １９９９（平成１１）年フランス・ルブレイエ発電所における大

規模外部溢水による電源喪失事故 

  ③ ２００４（平成１６）スマトラ沖地震によるインド・マドラス原

発外部溢水による運転停止事故 

  ④ ２００５（平成１７）年アメリカ・キウォーニー発電所内部溢水

情報 
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２ 「溢水勉強会」の設置と活動 

（１） ２００４（平成１６）年のインド・マドラス原発の外部溢水事故

を契機として，保安院と原子力安全基盤機構は，溢水勉強会を立ち上

げた。第１回勉強会は２００６（平成１８）年１月３０日に開催され，

電気事業連合会，日本原子力技術協会，各電力事業者がオブザーバー

として参加した。 

（２）２００６（平成１８）年５月１１日に開催された第３回勉強会 

ア 出席者は，保安院からは小野祐二原子力安全審査課審査班長と藤沢

審査係長が出席し，ＪＮＥＳ（原子力安全基盤機構）からは，解析評

価部の蛯沢部長，小倉調査役等と，安全情報部の別所調査役，その他

が出席し，電気事業者からは一審被告東電，関西電力，中部電力，北

海道電力等から担当者が出席した。 

各電力事業者において，敷地レベルを超えた津波が来た場合におけ

る電力施設の機器への影響に関する報告がなされた。一審被告東電か

らは，福島第一原発５号機を対象として，敷地高（ＯＰ＋１３ｍ）を

１ｍ超えたＯＰ＋１４ｍの津波が来た場合には，タービン建屋の大物

搬入口，サービス建屋入り口などから津波が建屋内に浸入し，タービ

ン建屋の各エリアが浸水し，「電源設備の機能を喪失する可能性があ

ることを確認した」とされ，機能喪失する機器としては，ＲＨＲポン

プ，ＲＣＩＣ，炉心スプレイポンプ，非常用Ｄ/Ｇ（ディーゼル発電

機）等の動的機器である旨の報告がなされた 
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（出典:東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故調）提出資

料【別冊】溢水勉強会資料一式と題するファイル中「１Ｆ－5 想定外津波
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検討状況について」） 

イ 議論内容に関する小野祐二氏の説明 

小野祐二氏は，東電刑事事件に関連して，平成２４年１０月１６日，

東京地方検察庁検事に対して，下記のとおり供述している。 

  「（東京電力の上記報告）結果を聞いて，確か JNES の蛯沢部長が 

      敷地を超える津波が来たら結局どうなるの。 

   などと尋ね，東京電力の担当者が， 

      炉心溶融です。 

   などと答えたと記憶しています。 

    このようにして，勉強会の参加者は，敷地を超える津波がきた場

合には，電源や冷却機能の喪失を通じて炉心溶融に至る危険性を改

めて認識し，蛯沢部長は 

      敷地を超える津波については，アクシデント・マネージメン

ト対策として考えて，機器が水没しないようにしていかない

といけないね。 

   などとコメントしたと思います。 

またこのとき，確か，蛯沢部長から，津波の場合，その水位だけ

ではなくて，波力による損傷についても検討しておく必要があるの

ではないかという指摘がなされています」 

ウ さらに，小野祐二氏は，「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会

（国会事故調）提出資料【別冊】溢水勉強会の資料一式と題するファイ

ル」在中の「内部溢水，外部溢水勉強会第３回議事次第」と題する書面

（甲ハ１０３）において， 

「水密性 大物搬入口/風雨 水密扉 → 対策」 

などと手書きで記載されていることについては， 

 「今見せてもらった議事メモと議事次第は，第３回内部溢水，外部溢水
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勉強会の議事メモと議事次第です。議事次第の方には手書きでメモが書

かれており，誰の字なのかまでは分かりませんが，先ほど私がお話しし

た蛯沢部長の発言内容をメモしたものではないかと思います」 

と述べているところである（甲ハ１０３及び次頁図参照）。 
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（出典:東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故調）提出資

料【別冊】溢水勉強会資料一式と題するファイル中「内部溢水，外部溢
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水勉強会第３回議事次第」） 

  つまり，ＪＮＥＳ解析評価部の蛯沢部長は，敷地高を 1ｍ超える津波

が襲来した場合には，タービン建屋の大物搬入口について水密扉にして

津波がタービン建屋に浸入することを防ぐ対策が必要である旨を発言

しているのであり，保安院も各電力事業者も大物搬入口の水密化対策の

必要性を認識したものである。 

  一審被告国は水密扉の設置については，「原告の主張は後知恵」と主

張するが，その主張が誤りであることは明らかである。 

 

第６ 本件事故の前後に建屋の水密化措置が実際に検討され，又講じられ

ていた事実自体が後知恵でないことを明らかにしていること 

１ 本件事故前において検討，実施された建屋等の水密化措置 

  すでに一審原告らの第３１準備書面等でも繰り返し述べているとお

り（同第３１準備書面４９頁以降等），敷地高さを超える津波を前提と

した建屋等の水密化措置は，そもそも本件事故前から福島第一原発以外

の原子炉施設において実際に講じられており，また，福島第一原発自体

で現に検討もされていたのであり，後知恵でも何でもない。 

  これまでに述べられてきたことを整理すれば，主として， 

・前記第６のとおり，２００６（平成１８）年には，保安院担当者も出席

する溢水勉強会（丙ロ１３の２）において指摘されたタービン建屋の大

物搬入口からの浸水による非常用電源設備等の機能喪失の可能性を踏

まえ，同会議において対策として主要建屋の大物搬入口の水密扉の設置

が掲げられていたこと（甲ハ１０３・資料４・２頁） 

・東海第二原発（日本原電）において，２００９（平成２１）年には「長

期評価」を前提に「建屋の水密化」対策として，防水扉，防水シャッタ

ー等が現に１０ヶ月程度の施工期間により実施され完成していたこと
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（丙ハ１６２安保秀範証人調書，詳細は一審原告ら第３１準備書面５５

頁以降） 

・浜岡原子力発電所では，２００８（平成２０）年までの段階で津波対策

として，原子炉建屋等の出入口の防水構造の防護扉等の設置がなされ，

さらに建屋やダクト等の開口部からの浸水への対応も進められていた

こと（甲ハ７８の１～２・保安院の名倉審査官（当時）に対する中部電

力担当者のメール報告とその添付資料）。なお，２００６（平成１８）

年１１月１０日に開催された電事連既設影響ＷＧにおいて，各原子力事

業者における津波対策が報告されており，そこで中部電力は，浜岡原発

において「原子炉建屋等の出入口には腰部防水構造の防護扉が設置され

ている」と報告している（一審原告ら第８準備書面参照。この点につき

一審被告国は第１１準備書面（９７頁）において事実を争っていない）。 

・２００８（平成２０）年から２０１１（平成２３）年にかけて一審被告

東電の津波対応部署においても「長期評価」の津波地震の想定を前提と

して「防潮堤の設置」とともに「建屋等の浸水防止」が検討されていた

こと（甲ハ１１５～１１８，例えば，２００８年３月３０日の福島第一

原発の耐震バックチェック中間報告書を保安院に提出した際の記者発

表等に備えて一審被告東電が作成した「Ｑ＆Ａ」資料（甲ハ１１６）で

は，津波への対策の質問を想定し，その回答として，「水密化した電動

機の開発」と並んで「建屋の水密化等が考えられる」とし，建屋の水密

化を津波に対する代表的な防護措置に挙げている（なお，丙ハ１５５の

１・８１～８４頁，丙ハ１５５の４・５０７頁参照。詳細は，第３１準

備書面５２～５５頁のとおりである））。 

などである。その余の本件事故前から建屋等の水密化が実際に検討され

ていた事実等は，一審原告ら第３１準備書面４９頁以降で詳述してい

る。以上の事故前に現に検討され，講じられた建屋等の水密化措置から
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すれば，一審原告らが主張する建屋等の水密化が後知恵であることはあ

りえない。 

なお，この点，一審被告国は，日本原電・東海第二原発における前記

水密化の措置について，あくまで事業者の自主的取組みとして講じられ

たもので，規制要求に基づくものではないなどとして，これをもって一

審被告国が一審被告東電に対し，本件事故前に規制要求としてこれら水

密化の対策を講じるよう規制権限を行使することにはならないなどと

主張する（一審被告国第１１準備書面６８頁）。 

しかし，ここにおいて重要なことは，前記のとおり，本件事故前に「長

期評価」の想定に基づいて建屋等の水密化措置が現に原子力発電所にお

いて講じられた事実そのものであり，一審原告らはかかる事実を踏まえ

て本件事故前から敷地を越える津波浸水に対する防護策として建屋等

の水密化措置が当然の発想としてあり，また技術的にも容易に可能であ

ったことを指摘するものである 2。そのため，一審被告国が本件事故前か

ら規制権限として事業者に命じることも当然に可能であったはずであ

る（この点（一審被告国が建屋等の水密化措置を命じる権限があったこ

と）は，原判決の他，概ね全ての地裁判決で認められているところであ

る）。したがって，そのような措置が事業者の自主的取り組みでなされ

たのか，規制要求に基づくものかどうかはここでは問題にならない。 

そもそも事故前には一審被告国が「長期評価」に基づいた津波対策を

本件事故に至るまで一度たりとも規制権限として行使することもなか

 
2 したがって，岡本意見書（丙ロ９８・１４～１５頁）が述べる，「これら（主要施

設の水密化）の発想というのは，すべて本件事故が起きた後，その原因を調査し，

これによって得られた知見を新たに取り入れ，さらに津波に対するリスクを下げる

ためのアクシデントマネージメントとして考えられたもので，本件事故前に，津波

対策として，主要施設の水密化を行うべきなどという提言をした人は，事業者の中

にも規制をする国の側にも，われわれ専門家の中にも一人もいませんでしたし，そ

もそもそのような発想自体がなかった」との説明は，明らかに事実と異なっており，

同氏の意見が専門的知見に基づかないことを裏付けている。  
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ったのであるから（この点は，一審原告ら第２９準備書面にて詳述して

いる），当時の規制要求になっていなかったのは当然である。もとより

一審原告らは，「長期評価」の想定に基づき一審被告国が規制要求とし

て規制権限を行使し津波防護策を事業者に命じていれば本件事故の結

果を回避できたことを主張しているのであるから，一審被告国による本

件事故前の水密化措置が事業者の自主的取り組みにすぎないとの言い

分は，むしろ自らの規制権限行使の怠りを自認するものに他ならない。 

また，一審被告国は，浜岡発電所の事故前の建屋等の水密化の実例（甲

ハ７８の１～２）は，あくまで想定津波に対する安全性が確保されてい

ることを前提とした上で，更なる安全裕度の向上を目的としたものに位

置づけられ，一審原告らが主張する事故前の建屋等の水密化の実例とは

趣旨が異なるかのように主張する（一審被告国第１１準備書面９５～９

７頁）。 

しかし，一審原告らが浜岡発電所における事故前の実例を挙げている

趣旨は，繰り返しになるが，本件事故前から敷地を超える津波浸水に対

する津波防護策として建屋等の水密化が発想としても当然にあり，かつ

それが技術的も可能であったこと，そのため，一審被告国が「長期評価」

の想定に基づいていれば，建屋等の水密化措置について規制権限を行使

して事業者に命じることも当然に可能であったことである。したがっ

て，一審被告国の主張は反論として当を得ないものである。 

 

２ 本件事故直後の浜岡原子力発電所等での大物搬入口等の水密化措置

が講じられたことは事故前から同水密化措置が発想としても技術的にも

可能であったことを基礎づけるものであること 

  本件事故直後には，柏崎刈羽原子力発電所，福島第二原発，大飯原子

力発電所，東海第二原発，浜岡原子力発電所等の各原子力発電所で，主
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要建屋や重要機器室の水密化が津波対策として実施されているところ

（甲イ３４・１２７頁以下参照，甲ハ１０４号証以下では実際に各発電

所において講じられた建屋等の水密化措置が整理されている），一審被

告国は，これに対し，特に浜岡原子力発電所の事故後の大物搬入口の水

密化（二重扉方式）を取り上げ，その検討経緯において，本件事故の教

訓及びこれを契機とする津波波力に関する科学的，専門技術的知見の進

展なしには，これと同等の性能を有する二重扉が同事故前に福島第一原

発にも設置できたとは評価できないなどと主張する（一審被告国第１１

準備書面６６～６７頁）。 

  しかし，一審被告国の主張をみても分かるとおり，同大物搬入口の水

密化は，事故後の新たな技術ではなく，あくまで事故前に存在する技術

に基づき実施されている（同６６頁）。その上，当該措置は，一審被告

国において具体的な規制基準として設けられる前の事故からわずかな

期間において実施されており，一審被告国が今村意見書等を引用しなが

ら繰り返し述べるところの具体的な設計における評価手法も確立して

いない中で実施されているものである。 

一審被告国が引用する岡本孝司の意見書においても，「水密扉自体は，

従来から船舶の部屋の扉用などに用いられてき」たとし，「従来から製

品化されていますので，特段新しい技術ではありません」（丙ロ９８・

２頁）として，当該水密化が事故前から技術的に可能であることを認め

ている上，同氏の意見は，大物搬入口の水密化は面積が広いために一般

の人が出入りするような扉に比較して扉の変形（たわみ）が生じやすく，

設計においてその点を「十分に考慮する必要がある」と述べているだけ

で（同３頁），それ以上に一審被告国が主張するような設計の難しさを

述べているものではないし，まして設計ができないとするものでもな

い。 
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  一審被告国は，前記のとおり，本件津波がなければこれら水密化措置

ができなかったかのように主張するが，もとより本件事故前でも「長期

評価」に基づいて津波を想定の上，事業者に水密化の措置を命じていれ

ば，一審被告国の主張するような主要建屋や大物搬入口の水密化につい

て津波の衝撃や水圧に耐えられることも含めて事業者において検討を

加えて同様の措置を実施することになるのであるから 3，一審被告国の

主張は理由がない。一審被告国によれば，浜岡原子力発電所のような大

物搬入口の水密化が事故前にはできずに事故後にはできたとする理由

は，要するに「本件事故の教訓を踏まえて」とか，これを契機とする「科

学的，専門技術的知見の進展」がなければなしえないなどと，その内容

も何ら明らかでなく，精神論にも近い抽象的な理由にすぎないものであ

り失当という他ない。 

以上からすれば，本件事故直後の浜岡原子力発電所における大物搬入

口の水密化は，むしろ事故前からこれらの水密化が発想としてもあり技

術的にも十分に可能であったことを裏付づける重要な事実である。 

 

第７ ＪＮＥＳはフランス・ルブレイエ原発事故等をふまえて，水密化の

効果を評価し公表していた 

１ 一審被告国第１５準備書面の要旨 

一審被告国は，第１５準備書面において，一審原告らが「２００６（平

成１８）年にはＪＮＥＳ（原子力安全基盤機構）が，フランス・ルブレ

イエ原発の溢水事故を前兆事象とした場合，福島第一原発のようなＢＷ

Ｒ（沸騰水型原発）では条件付炉心損傷リスクが他の原発と比較して極
 

3 一審原告ら第３１準備書面６５頁のとおり，保安院は，事故からわずか１９日後

の平成２３年３月３０日付事業者に対する指示（‘丙ハ４９）において，緊急安全対

策に加えて，抜本対策の要求水準における具体的対策例として，「水密扉の設置』を

挙げており，その結果，原子力事業者において同保安院の指示に基づいて，水密化

などの具体的な対策が選択され，実行に移されている。  



37 

 

端に高く，重要機器室への浸水防止対策が外部溢水事象に対するリスク

低減の観点から有効である」と指摘していたと主張（一審原告第３準備

書面及び第１５準備書面）したことに対し，①「確率論的安全評価の進

展状況からすれば，本件事故前において，前兆事象評価に依拠して規制

判断を行ったりすることはそもそもできなかった」，②「同報告書にお

いては，いかなる設計・強度による水密扉を設置すべきか一切言及・検

討されていないから，一審被告国の本件事故前の対応が不合理であった

ということもできない」と主張する。 

 

２ 前兆事象報告書は，単なる確率論的安全評価ではない 

（１）原子力安全基盤機構の業務内容と使命 

ア 原子力安全基盤機構は，もともと行政改革の一環として，原子力安

全に関して，原子力施設及び原子炉施設の安全に関し原子力事業者の

自主検査体制を審査するために設立が予定されていたものであるが，

一審被告東京電力による自主点検記録改ざんなどの不正問題の発生

を受け，当初の予定を前倒しして，２００３（平成１５）年１０月に

独立行政法人原子力安全基盤機構として設立された組織である。 

  原子力安全基盤機構は，保安院が行っていた原子炉の検査業務の一

部の移管を受けるとともに，従来，財団法人原子力発電技術機構，財

団法人発電設備技術検査協会，及び財団法人原子力安全技術センター

が担っていた「指定検査事務」「安全解析・評価」等の業務を担うも

のとされた。 

イ 原子力安全基盤機構の業務内容は，①原子力施設及び原子炉施設に

関する検査等，②原子力施設及び原子炉施設の安全性に関する解析及

び評価，③原子力災害の予防，拡大防止等の支援，④原子力安全の確

保に関する調査・試験・研究等，⑤原子力安全の確保に関する情報の
．．．．．．．．．．．．．．．
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収集・整理及び提供
．．．．．．．．．

，である。そのための組織としては，業務内容に

応じて，検査業務部，解析評価部，安全情報部などか置かれている。 

（２）フランス・ルブレイエ原発の溢水事象を前兆事象とした報告は，単

なる確率論的計算ではない。 

ア 一審原告らは，第１５準備書面において以下のように主張した。 

「津波ＰＳＡ（Probabilistic Safety Assessment）は，Ⓐ「確率論

的津波ハザード解析」，Ⓑ「ＳＳＣ（Structure.System.Component，構

造物・系統・機器）の機能損傷確率（フラジリティ（fragility），脆弱

性）」，Ⓒ「事故シーケンス評価」の３つの項目を組み込んで積分を求め

て作るものである。「決定論的津波評価及びこれに基づく工学的判断」

と対照するのは，Ⓐ「確率論的津波ハザード解析」ではなく，ⒶⒷⒸの

すべてを組み込んで積分を求めた結果である。なぜなら，Ⓑ「構造物・

系統・機器のフラジリティ」については，非常用ディーゼル発電機や補

機冷却用海水ポンプなどの重要な安全機器は浸水高さが一定値を超え

ると直ちに機能停止となるので，これらの機器の浸水高に対するフラジ

リティ曲線はステップ状になっており，「クリフエッジ効果」と呼ばれ

ている，Ⓒの「事故シーケンス評価」については，全電源が喪失すると，

炉停止系，残留熱除去系が働かず，更に，非常用炉心冷却系，放射能除

去系等も作動せず，格納容器内圧が上昇して破損に至ることが分かって

いるという，原子力安全に関わる特異な性質を持っているからである。

決定論的安全評価は「規制のルール」であり，リスクに対して対策を立

てることを命ずるものである。これに対して，確率論的安全評価は，「知

識ベース」，つまり，知識を集約する「お勉強」に過ぎず，対策を立て

ることを命じないものである。Ⓐ「の確率論的津波ハザード解析」や「計

算上の津波高さ」には極めて大きな誤差が存在することを考慮すると，

根拠をもって計算された津波高が，原子炉建屋とタービン建屋の敷地高
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を超えることとなった場合には，決定論的に考えて，ⒷとⒸの特性を考

慮した津波対策を行うことが原子力安全のために不可欠となるからで

ある。ⒷとⒸの特性を考えずに，Ⓐのみを考えて，それを「確率論で評

価する」ということは，対策をとらなくてよいということであるから，

実質，「何も評価しない」ということになるのである。 

「🄫事故シーケンス評価」については，一審原告らは，第３準備書面

において，ＪＮＥＳが２００７（平成１９）年には，津波遡上時のシナ

リオを公表していることを指摘した。津波が電気系統の機器の機能損傷

をもたらすのは，機器に外力を加えて破壊するのではなく，水没・被水

によって，通電機能に損傷をもたらすからである。そのためＪＮＥＳは，

「取水塔に損傷があるか ⇒ 津波が堤防等を超えたか ⇒ 海水ポ

ンプが損傷したか ⇒ 非常用ディーゼル発電機の燃料供給設備が損

傷したか ⇒ 建屋内の浸入（非常用ディーゼル発電機継続運転不可能）

があるか ⇒ 炉心サポート機器の損傷はあるかなど」の事故シナリオ

を検討している。 

「Ⓑ構造物・系統・機器のフラジリティ」については，一審原告らは

第１５準備書面において，「非常用ディーゼル発電機や補機冷却用海水

ポンプなどの重要な安全機器は浸水高さが一定値を超えると直ちに機

能停止となるので，これらの機器の浸水高に対するフラジリティ曲線は

ステップ状になっており（これは「クリフエッジ効果」と呼ばれている），

建屋内の溢水などにより確実に機能喪失をもたらすことを指摘してい

る。 

イ ＪＮＥＳの前兆事象評価は，ⒷとⒸについて十分理解した上で，評価

を行っているのであり，単なる確率論的津波評価ではない。 

一審被告国は，津波に関し，一審被告東電が日本土木学会原子力土木

委員会津波評価部会に確率論的津波ハザードの研究（単なる勉強会か）
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を依頼したことをもって，「ＪＮＥＳの予兆評価は確率論的評価だから

それによる規制はできなかった」と述べるが，それは責任逃れの言い訳

に過ぎない。 

ウ この点につき，日本学術会議は，「原子力基盤機構のリスク評価は，

仏ルブレイエ原子力発電所で発生した電源喪失事故の評価を福島第一

原発に適用して得た，炉心損傷事故の結果である。これは規制機関の評

価であり，結果は公表されていた」「なぜ，ＢＷＲの条件付炉心損傷確

率『２．４×１０のマイナス２乗』の結論がいかされなかったのか。原

子力安全・保安院が東電に対して対策を取るように指示していれば，事

故に至らなかった可能性は大きい」「規制機関と東京電力は，『浸水を防

止する対策』と同時に行うべき『浸水した場合の対策』の検討を怠って

いた」と鋭く指摘している。 

 

３ 規制機関は「性能規定」である規制基準に従って規制できること 

また，一審被告国は，「同報告書においては，いかなる設計・強度に

よる水密扉を設置すべきか一切言及・検討されていないから，一審被告

国の本件事故前の対応が不合理であったということもできない」と主張

するが，明らかに誤りである。 

一審原告第２５準備書面第６において，一審原告は，構造物の材料や

工法，寸法を具体的に示した規定を「仕様規定」というが，技術基準省

令６２号は，仕様規定ではなく，達成すべき性能を規定し，それを実現

する方法は事業者に任せるスタイルであり，これを「性能規定」という，

と主張した。つまり，水密扉等，浸水防止設備の設計に関し，規制機関

の事業者に対する「要求事項」は，「浸水想定範囲における浸水時及び

冠水時の波圧等に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上

で，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計するこ
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と」であり，決して細かい数値を掲げて設備の設計施工を求めることで

はない」のである。 

ＪＮＥＳの業務内容は，「原子力設備及び原子炉施設に関する検査等」

「原子力施設及び原子炉施設の安全性に関する解析及び評価」などであ

って，断じて「水密扉等浸水防止設備の設計施工」を行う組織ではない。

「予兆評価報告書においては，いかなる設計・強度による水密扉を設置

すべきか一切言及・検討されていない」のは当然のことである。その報

告書を見て，事業者に「浸水想定範囲における浸水時及び冠水時の波圧

等に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波

に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計すること」を要求す

ることこそ，規制機関の任務であり，義務である。日本学術会議が一審

被告ら，つまり規制機関と東電に対して「なぜ，浸水した場合への対応

策の思考が停止してしまったのであろうか。深層防護の考え方は定着し

ていたのか。浸水時の対策への思考が停止してしまった原因の一つに，

原子力関係者の深層防護への意識の低下があったのではないか。」と強

い疑問を投げかけているが，同じ疑問を一審被告国と一審被告東電に投

げかけておきたい。 

 

第８ 水密化に関する後藤筒井意見書に対する一審被告らの反論の誤り 

 これまで述べてきた点以外においても，一審被告国は，その第１１準備

書面において，主に一審原告らが提出した後藤筒井意見書（甲ハ６２等）

に対し縷々反論をしているため，以下では，後藤氏の専門分野である水密

化の技術的観点等，特に必要と思われる範囲でその誤りを指摘する。 
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１ 後藤筒井両氏の専門性を論難する一審被告国の主張が理由のないも

のであること 

  一審被告国は，後藤氏筒井氏らの技術専門分野が，原発の非常時電源

対策や被水防止対策を論じる専門分野からかけ離れている旨主張して

いる（一審被告国第１１準備書面９頁等）。 

  しかしながら，電源喪失を防ぐ対策は原発施設特有の問題ではない。

例えば，原子力発電と火力発電の違いは，後藤氏筒井氏らが説明してい

るように，電気を発生させるタービンを回すための蒸気をどのように発

生させるか（原料及び加熱方法）の違いであって，タービンや復水器，

発電機といった部分は共通である。そして，後藤氏は船舶や海洋構造物

の設計に精通し，筒井氏は石油プラントや化学プラント等の設計に精通

している。加えて，後藤氏は，原子炉格納容器の設計を担当してきた実

績もあり，原子力プラントの安全性についても精通している。同人らは，

原子炉の核反応の議論をしているのではなく，水に脆弱なこれらプラン

トや海洋構造物を被水させないようにするためにどうすべきか，あるい

は非常用電源設備をどうすべきかという議論をしているのであって，中

身を守る器の話をしているのである。これはどのようなプラントでも共

通の課題である。 

  原子力プラントと他のプラントとで，被水対策設備における技術適用

の違いは，重要性に応じて安全率を変えるとか，リスク要件に適用する

項目を変えるといった条件の変更に過ぎず，概念設計の段階において大

きく異なるものではない。 

  したがって，対象となるのが原子力プラントなのか他のプラントとい

う違いをもって，後藤氏筒井氏らの専門性が本件で当てはまらないなど

といった主張は的外れである。なお，後藤氏らの専門性については，同

氏らの意見書（４）にて改めて説明している（甲ハ１１０・３～４頁）。 
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２ 水密扉の設計における津波の波力や漂流物による外力に対する強度

設計について  

  後藤筒井両氏の意見書（２）（甲ハ６３）では，水密扉の設計におけ

る漂流物等の外力に対する強度設計について，通常工学的に余裕のある

設計を行うことを前提に，具体的な設計方法においては技術的資料とし

て津波評価技術（丙ロ７）や「港湾の施設の技術上の基準・同解説（平

成１９年７月）」，「原子力施設における台風等風水害対策の考え方」

（甲ハ７５）を参照し，これらに基づいて強度設計を行うことが十分に

可能であった旨の意見を述べている。 

これに対し，一審被告国は，津波評価技術については，津波の波力や

漂流物による外力の評価方法等が将来の課題と位置づけられるにとど

まっていた，「港湾の施設の技術上の基準・同解説」については，同解

説で適用される評価式（谷本式）は複雑な津波の挙動を前提とした本件

水密扉の津波の波力を求めるに適切でない，「原子力施設における台風

等風水害対策の考え方」については，漂流物の衝突等について具体的な

評価方法を示してないなどとしていずれも批判する（国第１１準備書面

４９～５５頁）。 

しかし，これらはいずれも後藤氏の上記意見の趣旨を正解しておらず

失当である。 

後藤氏によれば，水密扉の津波の波力の評価式として挙げられている，

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」における谷本式にせよ，津波が

遡上した場合の評価式である朝倉式にせよ，これらは津波の波力計算上

の係数の違いにすぎないのであり，「当時はその基準しかなかったので

あるからそれを用いた場合に，多少波力を小さめに評価することになっ

たとしても，構造設計で用いる安全率を少なくとも２以上とっておけば，
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津波で水密扉が破壊する蓋然性は極めて低い。福島事故以降見直しを必

要としているのは，原理的な問題ではなく，津波の波力算定上の係数が

小さすぎるので見直しをしようとするもので，既存の評価式を根本的に

変えるものではない」のであるから，上記違いをもって本件での水密扉

の津波波力が求められないということはありえないところである。さら

に，後藤氏によれば，「津波の問題は，津波の最大波高（津波高）がど

れだけかという点が主要課題で，津波の最大波高だけが推定できれば，

その他の問題は二次的である」ことに加え，「水圧の計算は最大波高が

決まれば，静水圧を基礎として動水圧の係数をかける形で近似的に求め

ることができる。『複雑な津波の挙動を前提とした本件水密扉の津波の

波力を求めるに適切でない』などということは，工学の理論と海洋や土

木，船舶などの産業の歴史を無視した見解で，当を得ない」と述べると

ころである。また，漂流物の衝突についても，どれくらいの大きさのも

のが流れてくるかを推定できれば，流速から衝突時の衝撃を考慮した荷

重を計算するだけで工学的に何ら困難はないとして，前記一審被告国の

主張が，形式的な違いに終始した空論にすぎないことを明確に指摘する

ところである（甲ハ１１０・後藤筒井意見書（４）７頁）。 

この点に関しては，津波工学の第一人者である首藤伸夫教授も，政府

事故調での聴取に際し，「ある程度頑丈な建物を用意すれば，建物の高

さを超える津波を受けたとしても，内部から水を守ることはできる。漂

流物は自動車程度であり，津波の力は原子炉本体にかかる地震力に比べ

れば小さい。最終的に守らなければならないのは非常用冷却系であり，

それを守るのはある程度の頑丈な建物と取水口の砂対策があればうま

くいくと思われる」（甲ロ７９の２・４頁）などと述べた上，刑事事件

の証人尋問でも「例えば原発の入っている上屋を，水密性をよくすると

か，それに何かぶつかっても壁は壊れませんよとか，それから，ここの
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冷却水が使えなくても，こっちがすぐに使えますよとか，そういう余裕

をもって作りましょうということです」（丙ハ１６３・６２～６４頁）

などと後藤氏と同趣旨の説明をしているところである。 

ちなみに，東北電力は，女川原子力発電所２号機について平成２５年

１２月２７日に新規制基準適合性審査を申請しているところである。敷

地高は OP＋13.8ｍであり，本件津波による影響はなかったが，本件原発

事故後，入力津波水位 OP+24.4m の津波が来るものとし，外郭防護とし

ての防潮堤として，現在の土塁のような防潮堤 OP+17m の上の敷地側に

鋼管式防潮堤を設置することとしている（後藤筒井意見書（１）資料⑩）。

東北電力は，平成３０年に審査資料として「防潮堤に係る津波波力の設

定方針として」を提出しており，その中で，「護岸を越流した津波によ

る波圧に関する実験的研究」（朝倉ら，２０００）を基礎とした「津波

避難ビルのガイドライン」（内閣府，２００５）を改良した「東日本大

震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造

上の要件に係る暫定方針」（国土交通省港湾局，２０１１）等を参考と

した。この暫定方針の詳細は，一審原告第２５準備書面１９～３１頁に

詳述しているのでくりかえさない。 

東北電力は，沖合から伝播してくる津波が，ソリトン分裂波を伴うか

否かを海底地形を精査して決定し，長さ６０m×幅２０ｍ×高さ１５ｍ

の平面水槽を用いて実験をおこない，それらの結果から，津波波圧を，

静水圧に水深係数「３」をかけて求めることを設計方針としたのである。 

  水深係数「３」は，本件原発事故以前に広く使用されていた朝倉式の

水深係数であり，東北電力は本件原発事故を踏まえた結果として，敷地

上に設置される鋼管式防潮堤の設計に使用したものである。 

  これは，一審被告国が主張するように，「原子力施設において用いる

ことができる津波波力の評価式が未確立である」（第１１準備書面６４
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頁）のではなく，敷地上の防潮堤やタービン建屋の水密扉を設計するに

あたって使用しうる評価式は，本件原発事故前に存在していたのであっ

て，それが本件原発事故後もほとんど変わることなく使用されているの

である。一審被告国の主張は明らかに誤りである。 

 

３ 建屋内（地下１階）に流入する津波を考慮した場合の設計について  

  これまで一審被告国の主張では，地下１階に流れ込む津波波力の計算

の困難性をつとに強調しているところ，これに対し，後藤筒井意見書（３）

（甲ハ７９）では，このような流体のエネルギーはドアにかかる静水圧

を考慮して船舶の水密隔壁と同様に作れば十分に耐えられること，静水

圧が大きいので安全率の範囲で当該運動エネルギーは十分吸収できる

こと等を述べた。 

これに対し一審被告国は，今村氏の意見書（丙ロ１００）を引用しつ

つ，階段部を流下する流体に相応の流速（運動エネルギー）が加わるこ

とは自明であり，それを設計に適切に考慮する必要があるとして，洪水

氾濫時の階段部を流下する水の流速を測定した実験例（丙ハ２１６）を

用いて批判する（被告国第１１準備書面５６～５９頁）。 

しかし，この点も後藤氏らの意見を正しく理解しないもので失当であ

る。 

  そもそも後藤氏の意見は，流体のエネルギーについての基本的な物理

的解釈を指摘するものである（甲ハ１１０・８頁）。建屋の入り口で静

止状態に近い水が建屋に流れこむ時，流れ落ちる水の運動エネルギーは

流入する建屋入り口の高さと，流下後の水密扉の高さとの差による位置

のエネルギーが変換されたもので，いわゆる流体のベルヌーイの法則を

説明しているものである。その上で，エネルギー保存則から，ある位置，

例えば，建屋入り口では「位置のエネルギー」と「運動エネルギー」と
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「圧力のエネルギー」の合計を考えると，ほぼ静止した水であるから，

「運動エネルギー」はゼロで，水密扉の高さと建屋入り口の高さの差に

よる「位置のエネルギー」と入り口の水深に比例した静水圧（圧力のエ

ネルギー）だけが存在する。建屋内に流下した水のエネルギーは，「位

置エネルギー」が建屋入り口とその場所との差だけ減少し，その分「運

動エネルギー」が増加して流速が大きくなる。建屋下部の水密扉の位置

におけるエネルギーは，すべての「位置エネルギー」が「運動エネルギ

ー」に転化して最大になり，水密扉に衝突し動水圧としてかかる。衝突

した水は，水密扉で静止し，結果として「運動エネルギー」が静水圧に

変化してくる。そして，徐々に水位を上げて水密扉に静水圧としてかか

ってくることになる。したがって，建屋内がすべて水没した状態でエネ

ルギーをみると，水密扉にかかる静水圧は，建屋入り口から水密扉まで

の「位置エネルギー」が圧力としてかかっていることと同じになる。 

以上の流体エネルギーの物理的解釈を一審被告国は何ら踏まえてい

ない。 

すでに後藤氏らの意見書で述べているところであるが，船舶では第一

近似として船体が甲板まで浸水した状態を仮定して，当該水密扉の位置

における静水圧がかかるものとして，強度計算を実施して，水密扉（実

際には扉だけでなく，水密隔壁も同様の設計をしている。）を設計して

いる。この時，「確かに流入する流体による動水圧がかかるが，エネル

ギー的には同等とみなされるので」，逐一動的な解析などする必要がな

いのである。仮に，衝撃的な荷重がかかるとしても，それが何倍にもな

ることはあり得ないので，静水圧を基準にした強度設計で十分可能であ

る。このことは，理論的にも船舶の実績からみても明らかのことである。 

  また，通常の船舶の設計では，水密隔壁や水密扉など過去１００年近

い歴史の中で，静水圧理論を基礎にした設計基準が確立しており，建屋
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内（船舶内）に流入した水による強度計算など全く問題にはならないの

である（甲ハ１１０・８～９頁）。以上より，この点に関する一審被告

国の主張は理由がない。 

 

４ 船舶等における実績が本件タービン建屋等の水密化に応用が可能で

あることについて  

次に，一審被告国は，後藤筒井意見書（１）（甲ハ６２）で，水密扉

の設計について船舶や海上構造物における実績に基づいて，これら技術

を応用することで当時から本件のタービン建屋等の水密扉も容易に設

計が可能であることを述べたことに対し，船舶等の水密扉として求めら

れるのは「風雨密」で津波を前提としておらず，また津波のような動水

圧(波力)を考慮することが求められてもいないとして，前記と同様の批

判を展開する（一審被告国第１１準備書面５９～６４頁）。 

  しかし，後藤氏が述べるとおり，船舶の甲板下の水密扉（船体をいく

つかの水密区画に分割する水密隔壁に設ける水密扉）は甲板までの水位

を考慮した設計になっており，船舶が浸水して水圧がかかっても十分耐

えられるようになっているものである（甲ハ１１０・９頁）。また，甲

板上の扉は「風雨密」ではあるが，同時に荒天時に船体が動揺し，「大

量の海水が甲板上に打ち込んでくることがあり，その動的な水圧に耐え

る水密扉でもある」。特に，甲板下の水密区画に通じる扉は，船体全体

の復原性に関係してくるので，十分な水密性が求められる。船首部に設

けた甲板上の扉はとりわけ海水打ち込みが激しく，そうした水圧を考慮

した設計になっている（同上）。 

  このように船舶の甲板上の扉であったとしても荒天時には動的な水

圧がかかることは船舶では常識である上，そのためにかかる動水圧をも

考慮した水密化が図られているのであるから，一審被告国の主張はやは
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り失当である。 

 

５ タービン建屋の大物搬入口に対する水密化について  

後藤筒井意見書（１）（甲ハ６２）及び（３）（甲ハ７９）では，今

回の津波の主たる浸水経路ともなったタービン建屋の大物搬入口につ

いて，事故前から，敷地を越える津波が到来した場合の浸水経路となる

ことが想定されていたことを前提に，従来の水密化の技術，例えば造船

所のドックゲートのような面積の大きな構造物の設計の技術も参考に

できること等を挙げ，タービン建屋の大物搬入口の水密化も十分可能で

あったことを述べた。 

これに対し，一審被告国は，大物搬入口には扉としての開閉機能も求

められるから直ちにドックゲートの実績により容易に設計が可能とな

るわけではないとする他，本件事故後の浜岡発電所での大物搬入口の水

密扉及び強度強化扉の対策は，本件事故の教訓やこれを契機とした技術

的知見の進展を踏まえたものであり，本件事故がなければ浜岡発電所の

同等の性能を有する二重扉のような水密化を実施できたとは評価でき

ないなどと主張する（一審被告国第１１準備書面６４～６８頁）。 

しかし，このような一審被告国の意見も根本的に誤っており失当であ

る。 

そもそも，後藤氏が述べるとおり（甲ハ１１０・１０頁），「ドック

ゲートでも水密扉でも，水圧に対して強度や水密化を図ることが難しい

などというのであれば，はるかに複雑な大型フェリーの船体外側に取り

つけられた自動車搬入用のハッチや鉱石運搬船やコンテナ船の２０m 以

上もある甲板の大型ハッチなど，不可能であると言っているようなもの

である」。また，船舶の大型ハッチは，物を搬入するために開閉をする

が，大型のパッキンを入れており水圧や衝撃荷重に耐えられるように設
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計されている。もし，荒天時にハッチが損傷したりして，水密化が破ら

れると，船舶は浸水や沈没の危険性もでてくるところであり，「これら

の外板や甲板など，喫水より上にあるハッチ類であっても，船舶は荒天

時に大きく船体動揺を起こすため，時には水没し，甲板に極めて大きい

海水打ち込みによる衝撃的な動水圧がかかることもある」。 

したがって，船舶においてもこれら動水圧を考慮の上で水密化がなさ

れており，「船舶の長い歴史の中で，どの程度の荷重を考えておけば強

度や水密化が図れるかということを経験から学んで，現在の船舶は成立

している」のである（同１０頁）。設計上の問題は，荷重がある程度特

定できていれば問題ないのであり，極めて特殊な問題を除いて，高度な

解析をしないと設計ができないということは，科学的にも技術的にも誤

っている。後藤氏に言わせれば，一審被告国の主張は，「実際の設計や

ものづくりしたことのない人のものの見方で，多少技術の現場に身を置

いたことのある立場からみると全く当を得ない」ものという他ない。 

 

６ 後藤筒井両氏の意見が後知恵であるとの主張が失当であること  

  一審被告国は，後藤氏筒井氏らの意見が，事故後に行われた津波対策

を見て述べており後知恵である旨主張する。 

  しかしながら，後藤氏筒井氏らが例示している津波対策で，本件事故

後に新たに発想されたものはない。本件事故前から既に発想され，国内

外の原発施設でも採用されてきたものである。 

  また，電源喪失を防ぐ対策は原発施設特有の問題ではない。原子力発

電と火力発電の違いは，後藤氏筒井氏らが説明しているように，電気を

発生させるタービンを回すための蒸気をどのように発生させるか（原料

及び加熱方法）の違いであって，タービンや復水器，発電機といった部

分は共通である。そして，後藤氏は船舶や海洋構造物の設計に精通し，
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筒井氏は石油プラントや化学プラント等の設計に精通している。同人ら

は，原子炉の核反応の議論をしているのではなく，水に脆弱なこれらプ

ラントや海洋構造物を被水させないようにするためにどうすべきかと

いう議論をしているのである。 

  したがって，対象となるのが原子力プラントなのか他のプラントとい

う違いをもって，後藤氏筒井氏らの専門性が本件で当てはまらないとの

主張は的外れである。 

  次に，一審被告国は，後藤氏筒井氏らが福島第一原発の特徴を踏まえ

ない非現実的な前提を置いているなどと主張しているが，これも的外れ

である。 

そもそも，一審原告らは，一審被告国に対し，津波対策のための詳細

設計をしなかったのが違法であるなどと主張したことは一切ない。一審

被告東電に対し津波対策を取るよう規制権限を行使しなかったことが

違法だと主張しているのである。規制権限の具体的中身は，保安院が本

件事故直後の２０１１（平成２３）年３月３０日付指示にあるような，  

「目標（要求水準）「今回の災害をもたらした津波を踏まえて設定さ

れる『想定すべき津波高さ』を考慮した災害の発生を防止」 

  具体的対策の例 

   【設備の確保】 

   ・防潮堤の設置 

   ・水密扉の設置 

   ・その他必要な設備面での対応 

程度の指示である。 

したがって，一審原告らは，予測される津波の高さや速度，位置，波

力等の詳細な数値を基にした，高さ何メートル，厚さ何メートルの防潮

堤の設置が必要であるとか，水密扉の材質は何で厚さは何ｃｍが必要で
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あるとか，福島第一原発の敷地内のどこに何を設置するのが必要である

とか等，具体的な津波対策まで主張立証する必要はない。当然，水密化

の専門家である後藤氏筒井氏であっても，福島第一原発の構造までは知

らされておらず，パイプや配線がどこをどのように通っているかといっ

た具体的な設計条件の説明をする必要もない。 

この点，一審被告国は，新規制基準における「基準津波及び耐津波設

計方針に係る審査ガイド」（丙ロ５１）を挙げ，ここで入力津波の設定

として，入力津波が各施設の設計に用いるものであることを前提に，同

ガイドにおいて，津波の高さ，速度，衝撃力等の着目する荷重因子を選

定の上で，各施設における効果（浸水高，波力，波圧等）が安全側に評

価されることを確認することとされている点を指摘し，各施設では津波

高だけでなく波力も選定しなければならないことを強調する（一審被告

国第１１準備書面４２～４３頁）。しかし，同ガイドは，まさに事業者

のもとで現に詳細設計を行う段階において事業者が当該因子等を選定

し設計において考慮することが必要であることを示すものであって，一

審被告国が事業者に回避措置を指示する段階において具体的に詳細な

数値として特定することが求められるものではない。 

したがって，一審被告国が展開している後藤氏筒井氏批判は，同人ら

に対し，福島第一原発のどの位置に防潮堤を設置するのかとか，ケーブ

ルをどこにどうやって敷設するのかといった，およそ同人らが検討しな

くても良いことを質問した結果を前提としたものであり，むしろ一審被

告国の方が誤った前提に基づく見当違いの批判論を展開しているもの

である。 

一審被告国の枝葉末節な主張に引きずられ，本件原判決や名古屋地裁

判決は原告側にかなり明確な証明を求めているが，それが原子力法規制

の趣旨からみても妥当でないことは下山憲治教授が指摘している（甲イ
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４６）。 

 

第９ 電源確保対策 配電盤等の高台設置，可搬式電源車 

 １ 配電盤等の高台設置 

多重防護の観点からは，まず，敷地内に浸水させない，次に建物内

に浸水させない（建屋の水密化），そして，室内に浸水させない（重

要機器室の水密化）という対策が必要である。もちろん，それだけで

十分ではない。さらに，室内に浸水する可能性があることも想定し，

配電盤等の水に弱い機器については，津波による浸水を防ぐために，

できるだけ高台に設置することが求められる。 

 後藤氏・筒井氏は，意見書⑴２０頁以下において，敷地内の O.P.+35

ｍ盤上に新たな電気室を各号機ごとに設置して，原子炉タービン建屋

地下 1 階電気室内の電気設備および地上 1 階床上の非常用電気設備と

同様な設備を新設電気室内に新設すべきとしている（図２－２）。 

敷地内の O.P.+35ｍ盤上に設置する理由は，タービン建屋と同じ

O.P.+10ｍ盤上では敷地高を超える津波が到来した場合，浸水を防ぐ

という観点では，その効果が乏しいこと，上記設備を設ける箇所は，

図面上，O.P.+35ｍ盤上が最も適していることによるものである。 

非常用ディーゼル発電機も，電気設備と同様に，新設電気室内に新

設すべきである。短時間用の燃料供給タンクは発電機ユニットに付属

して同一室内に設けるが，長期間用の燃料タンクは O.P.+35ｍ盤上の

電気室近傍に新設する（図２－２）。冷却は，津波等の浸水に影響を

受けない空冷とする。 

この設備は独立的な設備であるため，この工事は発電所の運転を止

めることなく実施することが可能である。 
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   この点佐藤氏は，航空機テロを想定した対策として，屋外に落下し

た航空機の残骸が散らばり，炎と煙に阻まれ可搬式電源車が運び込め

ない事態を前提とした対策であるグループＢに属する簡易バンカー

施設（３時間耐火壁で守られたＡＦＩポンプ室を原子炉建屋等から９

０ｍ以上離れたところに設置する）及びグループＣに属するバンカー

施設（既設の安全停止系を完全に喪失したときでも，十分に離れた安

全な場所から遠隔で原子炉を冷温停止に導く運転を行うのに必要な

全ての電源系，冷却系，計測制御系を格納し，制御室もある独立した

建屋）を，津波の遡上レベルよりも高台に設置することにより，津波

対策としても使えることを示唆している（意見書３０頁以下）。 

佐藤氏の意見は，テロ対策を津波対策に応用するものではあるが，

元々の設備と一定程度離れた場所に安全系設備を設置すること，とり

わけ，水に弱い設備をより高台に置くおくことにより溢水被害を防ご

うという発想は，テロに関係なく，津波対策としても当然に想定可能

なものである。 

また，一審被告国は，当時の知見としてテロ対策（Ｂ．５．ｂ対策）

は公表されておらず，予見可能性がなかったなどと主張することが予

想される。 

しかしながら，班目春樹氏（本件事故当時，原子力安全委員会委員

長）が証言するように，当時，「保安院は米国から具体的に内容を知

らされて」おり，Ｂ．５．ｂ対策についても，十分知り得る立場にあ

った。 

 

 ２ 可搬式電源車・可搬式ポンプ車 

では，以上のように，浸水防止の措置を取り，配電盤等の高台設置

まですればもう十分と言えるのだろうか。それでも十分とは言えない
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のが原子力発電所の事故防止対策である。万が一にも事故が発生しな

いように，施設内部での電源ストップに対応できるよう，外部から電

源供給ができるようにするための可搬式の設備も必要である。 

   後藤・筒井意見書⑴では，可搬式電源車，可搬式ポンプ車を高台に

ある格納庫に準備させること，原子炉建屋近くに十分な容量の淡水タ

ンクの設置が必要であるとしている（２２頁）。 

   佐藤氏は，Ｂ．５．ｂ対策として考慮されていた，原子力発電所が

テロ攻撃を受け，全電源を喪失し，使用済み燃料プールも破壊されて

水漏れを起こすという想定に対し，可搬式の高圧ポンプ車や電源設備

を備え，それらを移動して繋ぎ込みを終え，使用できるまでの間，原

子炉の冷却機能を維持するため，原子炉からの高圧蒸気を駆動力とす

るタービン式の高圧ポンプによる冷却系（ＲＣＩＣ系）を完全にマニ

ュアル操作で起動，運転するための手順の用意と訓練に寄って構成さ

れている，とするものである。費用も時間もそれほど要するものでは

なく，本件事故のかなり以前から，米国のすべての原子力発電所にお

いて運用されていた。 

 

３ 一審被告国の後藤筒井意見書に対する批判は的外れである 

（１） 後藤筒井意見書に対する一審被告国と一審被告東電の主張 

後藤筒井意見書の電気室の高台新設に対して，一審被告国は，第１１

準備書面において，「後知恵にすぎない」「新規制基準でもＭＣＣ,Ｐ/

Ｃ,ＭＣ等は，代替所内電気設備を設けることなどにより共通要因で機

能を失うことなく，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性の確

保を図ることとされており，複数系統の機能維持までは求められていな

い」「３５ｍ盤に電気室を新設するにあたっては耐震 S クラス相当の要

件を満たす必要があるのに検討していない」「ボックスカルバートにつ
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いても耐震設計が必要であるのに検討していない」「電源ケーブルの接

続は現実的な対応ではない」と主張する。 

また，一審被告東電は，共通準備書面⑻において「いかなる電気設備

を設置するのか検討していない」「ケーブルの長さ・本数も検討してい

ない」「耐震性の確保について検討していない」として「実現不可能」

とし，そのうえで，「ＲＣＩＣ,ＨＰＣＩのみについて設置すればいい

というのなら後知恵である」と主張する。 

（２） 一審被告らの主張の誤り 

これらの主張は，後藤筒井意見書を誤読し，かつＲＣＩＣ,ＨＰＣＩ

が果たすべき機能を無視した主張であって，明らかに誤りである。 

ア ＲＣＩＣとＨＰＣＩの役割 

念のためＲＣＩＣ (Reactor Core Isolation Cooling System)とＨＰ

ＣＩ(High Pressure Coolant Injection System)について述べる。 

原子炉が通常停止した時には，原子炉からタービン・発電機及び主復

水器に行く蒸気のラインは切り離される。これを隔離という。原子炉停

止後になお発生する崩壊熱を除去するための残留熱除去系としては，１

号機ではＳＨＣ(Shutdown Cooling System)が，２～６号機ではＲＨＲ

(Residual Heat Removal System)が存在する。これは，主復水器より容

量が小さく，４ｍ盤に設置された海水ポンプにより引き込まれた海水と

熱交換器を介して熱交換する。海が最終ヒートシンクとなる。 

非常時には，１号機ではＩＣ(Isolation Condenser)（機能について

は後述する）が，２号機～６号機ではＲＣＩＣが設置されている。 

ＲＣＩＣは，原子炉の圧力が大きくなった場合，格納容器のＳ/Ｃ

(Suppression Chamber)との圧力差を利用して原子炉からＳ/Ｃに蒸気を

流し，タービンポンプを駆動して電源喪失時にも高圧条件下で原子炉圧

力容器内に注入できるシステムである。Ｓ/Ｃが高温高圧になると，交
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流電源駆動ポンプと海水冷却復水器を利用するＲＨＲの助けを借りて

冷却される。 

ＨＰＣＩは高圧注水系として全号機に設備されている非常用冷却シ

ステムである。ＲＣＩＣと同様，圧力容器で発生している蒸気で駆動さ

れ，圧力容器が高圧でも注水できる。時間当たりの注水量も多く，配管

破断による冷却材喪失事故などに対応できる切り札的存在である。 

イ 後藤筒井意見書は，メルトダウンに対応しなくてはならない非常時に

対応するための設備を備えた電気室について述べているのであって，既

存の電気系統設備をすべて新設電気室に設置せよと述べているのでは

ない。 

「原発の最大の危険が，全交流電源喪失の際に，原子炉が緊急停止し

た後に崩壊熱によってメルトダウンが発生する恐れがあること，それを

防ぐためにＲＣＩＣ,ＨＰＣＩが設置されていることは常識である」と

しているのである。 

後藤筒井意見書は，更に，「具体的には，１０ｍを超える津波の襲来

が予想された場合に，電源設備が被災することが予想され，その場合に

全交流電源喪失が発生して，非常用冷却設備を駆動・制御することがで

きなくなるということが，このプラントにとってもっとも恐れられるこ

とである。その蓋然性の高いリスクに備えることが災害時の対策であっ

て，いったん予備電源設備を設置すると考えたら，あらゆる常用設備の

予備を設置しなければならないと考えるのは，適切ではない。原発の業

界で想定されていた全電源喪失に伴うメルトダウンのリスクへの対応

は非常用冷却設備を機能させるという点にあり，予備を考える際に『非

常用電源設備に限るのは正当ではない』という論理は，設備設計の常道

から逸脱した誇張の議論である。問題は，事柄を過大に誇張して，本来

可能であった容易な対策をすら行わず，いたずらに予測された災害に対
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して無為を決め込んだ点に，被告の重大な責任が存するのである。」と

述べているのである。 

そして，後藤筒井意見書は，新規制基準について「現在，原子力規制

委員会で新規制基準に適合しているか否かを審査して，適合していると

認めたものから再稼働を許可している。その審査は，過酷事故を起こさ

ないことを求めていない。過酷事故は発生するものとして，その後の影

響を小規模に食い止めるような手段を備えることを求めている。どのよ

うな設備でも，絶対に事故が起こらない設備はない。そういう前提で，

万一事故が発生したときにその影響を最小限に食い止められる蓋然性

を求めて非常時の対策を講じるほかないのが，設備の現実である。効果

が限定的だからといって着手を遷延し，大規模な工事を想定した長工期

を主張する議論は，不作為を正当化するための言い逃れにすぎない。」

と述べている。 

（３） 新規制基準は「特定重大事故等対処施設」の常設化を要求してい 

ること 

ア 被告らは，後藤筒井意見書が述べる電気室新設を「実現不可能」とし，

その理由として，電気室とボックスカルバートの耐震性等を挙げてい

る。 

しかし，新規制基準は特定重大事故等対処施設として，原子炉建屋か

ら１００ｍ以上離れたところに，冷却に必要な電源や制御室等の常設化

を求めている。以下，念のために，新規制基準について述べることとす

る。 

イ 新規制基準の特定重大事故等対処施設 

原子力規制委員会は，福島第一原発事故を反省して，「従来の規制基

準」はシビアアクシデントを防止するために基準（いわゆる『設計基準』）

にとどまっていたとし，「新規制基準」として，①耐震・対津波性能の
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強化，②内部溢水に対する考慮，を新設したうえで従来の設計基準を強

化新設，③新たに炉心損傷防止・格納容器破損防止・放射性物質拡散抑

制対策を新設し，更に④意図的な航空機衝突への対応としてテロ対策を

新設した。 

③のための規制基準としては，「可搬式設備を中心とした対策（可搬

式設備・接続口の分散配置）」を，④のための規制基準としては「バッ

クアップ対策としての常設化（特定重大事故等対処施設の整備）」を要

求している。  

 

（出典 「特定重大事故等対処施設について」 原子力規制委員会） 

 

特定重大事故等対処施設は，原子炉から１００ｍは離れていることを

求められており，そこには，電源，溶融炉心冷却ポンプ，格納容器スプ

レイポンプ，緊急時制御室が備えられ，冷却のための水源は海から供給
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可能な設備とされ，必要時に使用できることが求められている。 

ウ シビアアクシデントを起こさないための機能強化やテロや航空機衝

突対策を含むシビアアクシデントに対処するための新設機能としては，

新規制基準が施行される時点（平成２５年７月）では，「電源の多重化・

分散配置等」「原子炉から１００ｍ以上離れた場所へ電源車・注水ポン

プ等を保管する」こと等，可搬設備を中心とした対策を求め，バックア

ップ施設（特定重大事故等対処施設及び恒設直流電源（３系統目））に

ついては，５年後までに適合するよう求めたのである。 

ところで，経過措置期間は工事方法認可日を起点として５年とされて

いる。九州電力の川内原発１号機では２０２０年３月１７日が期限であ

るところ，九州電力は，３月１６日から１２月２６日にかけて定期検査

を行うと発表し，停止命令発出を回避しようとしている。また関西電力

は，２０２０年１月１９日，高浜原発３号機と４号機が，特定重大事故

等対処施設の設置工事が期限に間に合わないとして，８月と１０月にそ

れぞれ停止させると発表している。 

エ 特定重大事故等対処設備の設置は，設置時期について猶予が与えられ

ていたとしても，規制要求であることには変わりがない。 

一審被告東京電力にとっても，電源（非常用発電機，電源盤など）の

種類・個数，緊急時制御室から原子炉各注水施設へのケーブルの種類・

本数・強度・設置場所，注水用ホースの大きさ・長さ・強度，それぞれ

の耐震性などについて，対応を迫られているはずである。  

  一審被告らは，後藤筒井意見書を誤読し，電気設備高台新設を「不可

能である」などと主張しているが，そのような態度で，新規制基準によ

り特定重大事故等対処設備を求められているのに対応できるのであろ

うか。 
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４ 一審原告らの主張のまとめ 

  一審原告らは，「電源確保対策」の一つとして，「非常用ディーゼル

発電機・配電盤等の高所配置及び建屋内機器とのケーブル接続」を主張

している。これは決して，常用と非常用を合わせて，すべての電気設備

を高台に設置せよということではなく，非常時に対応してその影響を最

小限にとどめるための電気機器の高台設置を求めているのである。そし

て，タービン建屋・コントロール建屋・共用プール建屋と，必要な電気

機器室の水密化を行っても，万が一，それが破られた場合に対応できる

ので本件のような事故を防ぐことができたと主張しているのである。 

なお，何回も主張しているところではあるが，ケーブルの数・耐震設

計などについては，規制機関が「性能要求」の指示を出し，原子力事業

者がそれに応じて，技術力を結集して応じれば済むことであり，一審原

告らが「詳細設計」を主張する必要は全くない。 

 

第１０ 最終ヒートシンク確保の主張について   

１ 一審原告らは，崩壊熱の捨て場である「最終シンク」について，①４

ｍ盤には残留熱除去系・原子炉隔離時冷却系・高圧注水系などにおいて

海水を取り込むための海水ポンプが設置されているため，海水ポンプの

機能保持のための建屋設置などが必要ではないか，②海水ポンプ機能喪

失にそなえて，貯水池（淡水槽）や海水ピット，注水ポンプ，空冷式熱

交換機等の設置が必要でないか，と考えて検討したが，本訴においては，

海水ポンプの機能維持及び淡水海水ピットの設置等の最終シンク確保

については，タービン建屋・コントロール建屋・供用プール建屋と必要

な機器室の水密化がなされていれば，その必要性が劣後すると考えられ

るため，一審原告らの結果回避措置の主張との関連では必ずしも必要条

件ではないものとして位置づけるものである。その理由は以下のとおり
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である。 

２ 福島第一原発では４ｍ盤に海水ポンプがある。海水ポンプの中に，①

タービンを回転させて電気を作った蒸気を冷却するための海水をくみ

上げて復水器に入れる主循環ポンプ，②通常停止時の崩壊熱を除去する

ための容量の小さい残留熱除去系（１号機ではＳＨＣ，２号機～６号機

ではＲＨＲ）及び非常時の除熱のための安全系海水ポンプ，③水冷式非

常用ディーゼル発電機を水冷するための海水ポンプと，目的を異にする

海水ポンプが多数設置されており，それに接続する配管が，海と各熱交

換器を結んでいる。 

３ ところで，非常時には，①の機能は無視することになる。③の機能は

前述したとおり優先度は低いと考える。②については，機能を維持する

ことを優先するのであれば，海水ポンプに建屋を設置して水密化するこ

とと，海水ポンプ自体を空冷するシステムが必要となる。 

しかし，４ｍ盤は，一審被告国が第１１準備書面３１頁で述べている

ように，３５ｍの地盤を掘削して１０ｍ盤にしたときに出た土砂を使っ

て埋め立てて造った土地であることや，一審被告東電が検討した結果実

現が技術的に困難であったとされていたことを考えると，一審原告らの

結果回避措置の主張との関連では，４ｍ盤の海水ポンプ自体の水密化や

建物を作って水密化することまで必要条件とするものではない。 

４ なお，一審被告国は，関連して，「原子炉冷却機能を有する設備とし

て，福島第一原発 1 号機には非常用復水器（ＩＣ）２系統が，２号機か

ら４号機には原子隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）１系統がそれぞれ設置され，

さらに１号機から４号機には高圧注水系（ＨＰＣＩ）１系統がそれぞれ

設置されており，これらは，外部電源あるいは空冷式非常用ディーゼル

発電機の運転によって電源が確保され，直流電源に変換しても起動させ

ることができるから，たとえ非常用海水系ポンプ機能喪失しても，前記
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のＩＣ,ＲＣＩＣ,ＨＰＣＩを作動させることによって炉心の冷却をな

お継続することができるし，その間に非常用海水系ポンプを修理するこ

とも可能である。」と主張するので念のため指摘しておく。 

確かに，ＩＣ，ＲＣＩＣ及びＨＰＣＩがきちんと稼働したならば，４

ｍ盤の海水ポンプが機能を失ったとしても，最終シンク機能喪失による

メルトダウンには時間を要していたと考えられる。ＲＣＩＣ及びＨＰＣ

Ｉについてはすでに説明しているので，ＩＣについての説明を行う。 

  ＩＣ(Isolation Condenser）は，「非常用復水器」と言われるが，本

来は隔離時復水器の意味である。ＩＣは，原子炉圧力容器よりも高所に

設置されており，原子炉と蒸気タービンを結ぶ主冷却系が隔離弁により

閉鎖されたとき，炉心の過熱した蒸気が高所にあるＩＣ内の配管に入り，

冷却用タンクの水で冷やされて水になって低所にある炉心に戻り，冷却

用タンクの水は蒸発して大気中に捨てられるという，受動的冷却システ

ムである。最終ヒートシンクは大気であり，冷却用タンクの水を補給す

れば長時間の冷却が可能である。 

  ところで，ＲＣＩＣによって，原子炉から配管を通じてＳ/Ｃに渡さ

れた蒸気の熱はＳ/Ｃを次第に高温高圧にするが，機能を喪失するまで

にはかなりの時間を要するうえに，交流電源駆動ポンプの機能が回復さ

れればＲＨＲの助けを借りて冷却されることになる。 

  以上のとおり，タービン建屋・コントロール建屋・共用プール建屋の

水密化及び重要機器室の水密化がなされていれば，最終ヒートシンクの

機能確保の緊急度・優先度は低いので，本訴訟においては，この点を結

果回避対策における必要条件とするものではない。 

 

第１１ まとめ 

１ 一審被告国は，遅くとも２００２（平成１４）年までに，福島第一原
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発に敷地高さを超える津波が襲来し，電源喪失に至ることを予見し得た。

そして，確率論ではなく決定論に従い，直ちに津波対策に着手すべきで

あった。 

  津波対策としてまず考えられるのが防潮堤の設置であるが，防潮堤の

設置には多額の費用がかかる上，建設期間も長くかかるため，いつ来る

か予断を許さない津波を防ぐには，防潮堤のみに拘泥せず，他の津波対

策を並行して検討すべきであった。 

２ 津波対策として①「タービン建屋等の水密化」（大物搬入口等に水密

扉・強化扉設置，換気口（給気ルーバー）やダクトの屋外上部への移設，

建屋外壁配管貫通部等の止水処理等，共用プール建屋の水密化も含む），

②「重要機器室の水密化」（非常用ディーゼル発電機・配電盤等重要電

気設備を収容した部屋の水密化として，水密扉設置，配管貫通部等の止

水処理等），③「電源確保対策」（非常用ディーゼル発電機・配電盤等

の高所配置及び建屋内機器とのケーブル接続，可搬式電源車・配電盤等

の配置）などが考えられる。これらの水密化対策，電源確保対策は，防

潮堤建設に比べ低額で短期間のうちに実施することが十分可能であっ

た。 

３ 一審原告らがこれまで主張立証してきたとおり，タービン建屋や共用

プール建屋の水密化，重要機器室の水密化，電源確保対策については，

２００２年当時の知見を前提にしても設置可能であった。 

現に東海第二原発では本件事故以前に水密化対策を実施していた。 

また，保安院と原子力安全基盤機構は，溢水勉強会において，原子力

施設の敷地高を１ｍ超える高さの津波が到来することにより，非常用電

気機器系統が水没することがわかり，津波対策としてタービン建屋の大

物搬入口の水密化が検討していた。原子力安全基盤機構は，フランス・

ルブレイエ原発の外部溢水事象を検討し水密扉の設置等によりリスク
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を低減できることを２００７（平成１９）年に公表していた。保安院も，

本件事故直後の２０１１（平成２３）年３月３０日に本件事故原因や状

況の分析を待たずに水密扉設置を指示しており，本件事故以前から水密

化が防潮堤設置と並んで基本的かつ重要な津波対策であることを十分

認識していたことが明らかである。 

４ そして，既存の通常の扉であっても，本件事故時には津波の流量を減

少させる効果があったのだから，水密扉を設置していれば，建屋内への

浸水，さらに重要機器室への浸水がより減少し，全電源喪失に至らなか

った蓋然性が高い。 

  具体的な水密化対策は，後藤筒井意見書（甲ハ６２～６３，７９，１

１０）や佐藤暁意見書（甲ハ９９）で示したとおりであり，本件事故以

前から考えられていた海洋構造物やプラントの水密化対策は，原発施設

において設置すること，期間の点でも本件事故までに間に合わせること

は十分可能であった。 

  後藤氏や筒井氏への批判が的外れであることも前述のとおりである。 

５ 一審被告国は，一審被告東電に対し，性能規定である電事法３９条，

４０条に基づき，「防潮堤を設置せよ」「水密化対策をせよ」「その他必

要な設備対応をせよ」と命令し，規制権限を行使すべきでありかつそれ

が可能であったにもかかわらず，何ら行使しなかったため，一審被告東

電の津波対策は実行されず，その結果，東日本大震災での津波による本

件福島第一原発事故を防ぐことができなかった。一審被告国の責任は明

らかである。 

以上  


